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MINATO CITY

対象 　区内在住の小学生とその保護者
とき 　2月19日（日）午後1時～3時
ところ 　区立芝公園（管理事務所前集合）
定員 　7組（1組3人まで、申込順）　　 費用 　無料
申し込み 　電話で、1月30日（月）～2月9日（木）に、みなとコール
（受付時間：午前9時（初日は午後3時）～午後5時）へ。 ☎5472－3710

　令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律
の整備に関する法律」により、「個人情報保護」と「データ流通」の両立・
強化を目的として、個人情報の保護に関する法律（以下「保護法」といい
ます）が改正され、令和5年4月1日から保護法が地方公共団体へ直接適
用されるとともに、個人情報保護制度全体の所管が国の独立行政委員会
である個人情報保護委員会に一元化されます（図1参照）。

「アイヌ」とは、アイヌ語でカムイ（神）に対する「人間」という
意味で民族の呼称です。北海道を中心とした地域に古くから住
んでいるアイヌの人々は、自然の豊かな恵みを受けて独自の生
活と文化を築き上げてきました。
　しかし、明治以降、アイヌの人々に対して、「アイヌ語」使用
の禁止と「日本語」使用の強制等の同化政策が進められました。
アイヌの人々は現在も、誤った認識等から、偏見や差別が残さ
れています。
アイヌ文化の保存・振興のために
　平成9年、明治時代に公布された「北海道旧土人保護法」等が
廃止され、「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する
知識の普及及び啓発に関する法律（アイヌ文化振興法）」が成立
し、令和元年には、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を
実現するための施策の推進に関する法律」が施行され、総合的
なアイヌ政策が進められています。
　私たち一人一人が歴史や伝統、文化等を正しく理解し、偏見
や差別のない社会を築いていくことが大切です。

港区個人情報保護制度を
見直します

表個人情報保護制度の主な見直し点
項目 個人情報保護制度見直し後

（ア） 自己情報開示等請求時費用負担

保護法では、各地方公共団体が実費の範囲内で手
数料を徴収することが認められています。区は現
在と同様、自己情報開示等請求にかかる手数料は
無料、写しの交付はA4判1枚10円と規定します。

（イ） 自己情報開示等請求書記載事項
現在と同様、請求者が自己情報開示等請求書に
「請求の趣旨や理由」を記載することで、開示する
情報を速やかに特定して決定を行います。

（ウ） 自己情報開示等の請求者

現在は法定代理人に限り請求者本人に代わって
請求することができますが、本人の委任による任
意代理人も請求が可能となります（本人からの委
任状や本人確認書類の提出が必要です）。

（エ）
自己情報開示等
請求決定までの
期間

保護法は請求日から30日以内に決定する旨を定
めていますが、区は現在と同様、請求翌日から14
日以内に決定します。
なお、訂正や削除等の請求については請求翌日か
ら20日以内に決定します。

（オ）個人情報ファイル簿の作成
取り扱う個人情報が1000人以上のファイルにつ
いて、新たに個人情報ファイル簿を作成します。

アイヌの人々の
歴史と差別

アイヌの人々の悩み相談
（公財）人権教育啓発推進センター

実施日　 月～金曜（祝日、年末年始を除く）
午前9時～午後5時 ☎0120－771－208

生物多様性みなとフォーラム

「みなと生物多様性パネル展」
「運河でバードウォッチング」
「子ども樹木博士」
　区内で活動する事業者・団体等の生物多様性に関する
取り組みを紹介するパネル展を開催します。あわせて、
区の自然に触れるイベントを行います。

環境課緑化推進担当 ☎3578－2331問い合わせ

ところ （1）みなとパ
ーク芝浦1階アトリウム
および喫茶前広場（2）区
役所本庁舎1階ロビー

対象 　小学生以上どなたでも（小学生は保護者同伴必須）
とき 　2月12日（日）午後1時～2時
ところ 　新芝運河沿緑地（リバーサイドトリオ前集合）
定員 　10人（申込順）　 費用 　無料
申し込み 　電話で、1月23日（月）～2月2日（木）に、みなとコール
（受付時間：午前9時（初日は午後3時）～午後5時）へ。 ☎5472－3710

パネル展

運河でバードウォッチング

子ども樹木博士

とき （1）2月4日（土）～13日（月）午
前8時～午後11時（2）2月15日（水）～24
日（金）（土・日曜を除く）午前8時半～午
後5時（最終日は午後3時まで）

○個人情報の保護に関する法律

○ 港区個人情報の保護に関する法律
施行条例

○ 港区個人番号の利用及び特定個人
情報の提供に関する条例

○ 港区情報公開・個人情報保護運営
審議会条例

答申等を踏まえた取扱指針・要領等

見直し後の保護制度

○港区個人情報保護条例
○ 港区個人番号の利用並びに特定個人
情報の保護及び提供に関する条例

○港区個人情報保護運営審議会答申

○港区個人情報取扱指針
○港区特定個人情報取扱指針

現行

所管

対象

法令

個人情報保護委員会

民間事業者地方公共団体独立行政法人国の行政機関

個人情報の保護に関する法律

保護法施行条例

令和5年4月1日以降の制度体系

図1

「広報みなと」は、区民で、新聞購読をしていない人、区有施設で入手することが困難な人のうち、希望する人に自宅配送して
います。また、自宅配送を申し込んだ人で、不要になった人、住所が変更になる人は、分かり次第早めに区長室広報係へご連
絡ください。新規配送・配送停止・住所変更の手続きには、1カ月程度の期間がかかります。 区長室広報係　☎3578－2036

「広報みなと」の
自宅配送について

　保護法に基づく全国共通ルールでは、保護法と重複する規定を地方公
共団体の条例で規定することが認められないことから、区は港区個人情
報保護条例を廃止し、これまでの個人情報保護の取り組みを踏まえて必
要な事項について規定するため、港区個人情報の保護に関する法律施行
条例（以下「法施行条例」といいます）を制定します（図2参照）。
現在の港区個人情報保護制度と令和5年4月1日からの新たな港区個人

情報保護制度とで、個人情報保護措置の水準が変わることはありませ
ん。区は、保護法および法施行条例の規定に則って、引き続き区民の皆
さんの個人情報を、適正に管理してまいります。

情報政策課個人情報保護・情報公開担当
☎3578－2064問い合わせ

総務課人権・男女平等参画係
☎3578－2027

問い合わせ

問い合わせは へ ☎5472－3710 FAX5777－8752
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